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議会に係る手続のオンライン化の検討について 

 

１ 検討の経緯 

 〇 議会に係る手続きのオンライン化などを内容とする「地方自治法の一部を改

正する法律」が令和５年５月に公布（令和６年４月１日から施行）された。 

 〇 これを受けて、全国都道府県議会議長会では、オンライン化に対応した標準

会議規則等の改正案の検討を進めている。（10月 17日の役員会で決定予定） 

 〇 本県議会においても、現在、書面等が前提となっている手続について、オン

ライン化を検討する必要が生じている。 

 

２ オンライン化について検討する必要がある手続等 

(1) 議長と県民等間に係る手続き 

項  目 関係法令 内容又は現状の対応 検討主体 

請願書 地方自治法 

会議規則 

書面による請願書の提出 

紹介議員の署名、提出者の記名押印 議会運営 

委 員 会 陳情書 会議規則 

陳情処理規程 

書面による陳情書の提出 

提出者の記名押印 

公述人の申出書、決定通知 会議規則 書面による申出 

書面による通知、議長印の押印 

議会改革 

検討会議 

 

参考人への通知 会議規則 書面による通知、議長印の押印 

保有個人情報開示請求書、

開示決定通知書等 

議会の保有する

個人情報の保護

に関する条例 

書面による請求・通知 

議長印の押印 

傍聴券 傍聴規則 書面による交付 

資産等報告書の閲覧請求 要綱 書面による請求 

政務活動費収支報告書の

閲覧請求 

要綱 書面による請求 政務活動費 

連 絡 会 

(2) 議長と行政機関(国等)間に係る手続 

項 目 関係法令 内容又は現状の対応 検討主体 

意見書 地方自治法 書面による提出 

議長印の押印 

議会改革 

検討会議 

(3) 議長と知事等(執行機関)間に係る手続 

項 目 関係法令 内容又は現状の対応 検討主体 

議案、予算の説明書、決算、

経営状況報告書 

地方自治法 書面による提出、知事印の押印 

※議会クラウドにも保存 

議会改革 

検討会議 

会期決定通知 会議規則 書面による通知、議長印の押印 

議事説明者通知、出席要求 会議規則 書面による通知 

議長印、知事印の押印 

質問趣意書の執行機関へ

の送付、答弁書の配付 

会議規則 書面による提出 

※議会クラウドにも保存 

資料２ 
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(4) 議長と議員間に係る手続 

項 目 関係法令 内容又は現状の対応 検討主体 

議員提出議案 地方自治法 書面による提出、提案者の確認署名 

 ※議会クラウドにも保存 

議会改革 

検討会議 

欠席議員への招状発出 地方自治法 書面による通知 

 

欠席届 会議規則 書面による届出 

 

議事日程の配付 会議規則 議会クラウドに保存・配布 

 

条例案、決議案、意見書案

の提出書、議案の配付 

会議規則 書面による提出、提出者の確認署名 

※議会クラウドにも保存 

議案の修正案の提出、配付 会議規則 書面による提出、提出者の確認署名 

議会クラウドに保存・配布 

発言通告書 会議規則 書面による通告、通告者の署名 

 

委員会審査結果報告書 会議規則 書面による報告 

※議会クラウドにも保存 

辞表の提出 会議規則 書面による提出、提出者の署名 

 

資格決定要求書 会議規則 書面による提出 

提出者の署名・押印 

資格審査要求書 委員会条例 書面による提出 

 

資産等報告書 資産等公開に関

する条例 

書面による報告 

報告者の署名・押印 

政務活動費に係る報告書

など 

地方自治法 

政務活動費の交付

等に関する条例 

書面による提出 
政務活動費 

連 絡 会 

 

３ 検討課題 

 〇 書面との併用も含め、それぞれの手続に係るオンライン化の可否の検討 

〇 書面による場合の押印、自署、本人確認等に係るオンラインでの取扱いの検討 

 〇 オンライン化に伴う例規整備の検討 

・ 執行機関における既存のオンライン申請等に関する条例（神奈川県行政手続

等における情報通信の技術の利用に関する条例）との整理 

・ 条例、規則、要綱等の改正等の方向性の検討 

４ 今後の検討スケジュール 

令和５年11月17日・24日 手続きのオンライン化に係る方針の検討 

12月６日    検討結果に係る取りまとめ（報告書案の検討） 

12月15日    検討結果報告書案の検討・決定 

12月18日    検討結果報告書の議長へ提出 

令和６年２月～３月   第１回定例会で会議規則等の改正議案を提案 

４月１日    改正地方自治法・地方自治法施行規則施行 


